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告 示 

 

島根県告示第118号 

 森林法（昭和26年法律第249号）第33条の２第１項の規定により保安林の指定施業要件を変更するので、同法第33条の

３において準用する同法第33条第６項において準用する同条第１項の規定により告示する。 

  令和７年３月11日 

島根県知事 丸 山 達 也   

１ 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 

  浜田市弥栄町栃木1102、1102－42、1103、1103－１、1104－１ 

２ 保安林として指定された目的 

  水源の涵
かん

養 

３ 変更後の指定施業要件 

⑴ 立木の伐採の方法 

  ア 主伐に係る伐採種は、定めない。 

  イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準

伐期齢以上のものとする。 

  ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

⑵ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を島根県庁及び浜田市役所に備え置いて縦覧に供する。） 

 

 

島根県告示第119号 

 森林法（昭和26年法律第249号）第33条の２第１項の規定により保安林の指定施業要件を変更するので、同法第33条の

３において準用する同法第33条第６項において準用する同条第1項の規定により告示する。 

  令和７年３月11日 

島根県知事 丸 山 達 也   

１ 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 

安来市広瀬町下山佐4395から4397まで、4399 

２ 保安林として指定された目的 

水源の涵
かん

養 

３ 変更後の指定施業要件 

⑴  立木の伐採の方法 

 ア 主伐に係る伐採種は、定めない。 

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村地域森林計画で定める標準

伐期齢以上のものとする。 

 ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

⑵ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 

  （「次のとおり」は、省略し、その関係書類を島根県庁及び安来市役所に備え置いて縦覧に供する。） 

 

 

島根県告示第120号 
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 島根県中小企業制度融資要綱（昭和47年島根県告示第239号）の一部を次のように改正する。 

  令和７年３月11日 

島根県知事 丸 山 達 也 

別表一般融資の部中「農協」を「ＪＡしまね」に改め、同表特別融資の部創業者支援資金の項から経営改善長期借換資

金の項までの規定中「農協」を「ＪＡしまね」に改め、同部収益力改善伴走支援型特別資金の項を次のように改める。 

協調

支援

型経

営課

題対

応特

別資

金 

中 小 企 業

者、組合又は

中小特定非営

利活動法人で

あって、次の

要件のいずれ

かに該当し、

経営の安定、

事業の発展等

の多岐にわた

る経営課題解

決に取り組む

もの 

⑴ 原則とし

て申込金融

機関から本

資金による

融資の実行

と同時に本

資金の融資

額の１割以

上のプロパ

ー融資（保

証協会の保

証を付さな

いで行う融

資 を い

う。）（融

資期間が12

か月以上で

あるものに

限る。）を

受 け る こ

と。 

⑵ 申込金融

機関の支援

設備

資金 

運転

資金 

280,000,000

円 

年 1.40

パーセ

ント 

－ 10年以

内 

設備資

金及び 

運転設

備資金 

３年以

内据置

き 

元金均

等月賦 

運転資

金 

１年以

内据置

き 

元金均

等月賦 

法人  

取扱金

融機関

又は保

証協会

の決定

に よ

る。 

個人  

原則と

して不

要 

取扱金

融機関

又は保

証協会

の決定

に よ

る。 

要 

（ 年

0.45パ

ーセン

ト以上

1.90パ

ーセン

ト以下

（借入

時につ

い て

は、融

資対象

者の欄

⑴に該

当する

者にあ

っては

年0.23

パーセ

ント以

上0.95

パーセ

ント以

下、同

欄⑵に

該当す

る者に

あって

は 年

0.34パ

ーセン

ト以上

1.43パ

ーセン

ト 以

商工会

議所 

商工会 

中央会 

商工会

連合会 

産業振

興財団 

普通銀行 

商工中金 

信用金庫 

信用組合 

ＪＡしま

ね 

ＪＦしま

ね 



 第598号 島 根 県 報 令和７年３月11日  

 

4 

を 受 け つ

つ、自ら経

営行動計画

の策定並び

に当該計画

の実行及び

進捗の報告

を 行 う こ

と。 

下）） 

別表特別融資の部経営改善サポート資金の項及び再生支援資金の項中「農協」を「ＪＡしまね」に改め、同表緊急融資

の部セーフティネット資金の項中「保険法」を「中小企業信用保険法（昭和25年法律第264号。以下「保険法」とい

う。）」に、「農協」を「ＪＡしまね」に改め、同部災害復旧資金の項中「農協」を「ＪＡしまね」に改め、同部災害対

策特別資金の項中「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」の次に「（昭和37年法律第150号）」

を、「災害救助法」の次に「（昭和22年法律第118号）」を加え、「農協」を「ＪＡしまね」に改め、同部経済変動等資

金の項中「農協」を「ＪＡしまね」に改め、同表の注の１中「一般資金（経営者保証非提供枠）」の次に「及び協調支援

型経営課題対応特別資金」を加え、「、収益力改善伴走支援型特別資金の取扱期間は伴走支援型特別保証制度（伴走支援

型特別保証制度要綱（20210310中庁第２号）に規定する「伴走支援型特別保証制度」をいう。以下同じ。）の取扱期間内

の保証申込分までとし」を削り、同表の注の１ただし書を削り、同表の注の３中第９号を削り、第10号を第９号とし、第

11号を第10号とし、同表の注の６中「伴走支援型特別保証制度」を「協調支援型特別保証制度」に、「収益力改善伴走支

援型特別資金」を「協調支援型経営課題対応特別資金」に改め、同表の注の８中「収益力改善伴走支援型特別資金及び」

を削る。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この告示は、令和７年３月14日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この告示による改正後の島根県中小企業制度融資要綱の規定は、令和７年３月14日以後の認定（保証承諾分を含む。

以下この項において同じ。）に係る融資について適用し、同日前の認定に係る融資については、なお従前の例による。 

 

公 告 

 

農地法（昭和27年法律第229号）第41条第１項の規定により、農地中間管理機構から農地を利用する権利の設定に関し

裁定の申請があったので、同条第２項において読み替えて準用する同法第38条第１項の規定により公告する。 

令和７年３月11日 

島根県知事 丸 山 達 也 

１ 申請に係る農地の所在、地番、地目及び面積 

所在及び地番 地目 面積（平方メートル） 

島根県益田市美都町宇津川ハ1586 田 1,068 

２ 申請に係る農地の利用の現況 

管理者が不在 

３ 申請に係る農地についての申請者の利用計画の内容の詳細 

裁定手続後に、農地中間管理機構から借受希望者に農地を貸し付ける。 
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４ 希望する農地を利用する権利の始期及び存続期間並びに借賃に相当する補償金の額 

農地を利用する権利の始期 存続期間 借賃に相当する補償金の額（円） 

令和７年４月１日 権利の始期から令和12年３月31日まで 5,340 

５ 意見書の提出 

申請に係る農地の所有者等は、知事に意見書を提出することができる。 

⑴ 提出期限 

令和７年３月25日 

⑵ 提出先 

島根県農林水産部農業経営課 

⑶ 記載事項 

ア 意見書を提出する者の氏名及び住所（法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏

名） 

イ 意見書を提出する者の有する権利の種類及び内容 

ウ 意見書を提出する者の当該農地の利用の状況及び利用計画 

エ 意見書を提出する者が当該農地を現に耕作の目的に供していない理由 

オ 意見の趣旨及びその理由 

カ その他参考となるべき事項 

 

 

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、公共測量の実施について島

根県知事から次のとおり通知を受けたので、同法第39条において準用する同法第14条第３項の規定により公告する。 

令和７年３月11日 

島根県知事 丸 山 達 也   

１ 作業種類 

公共測量（用地測量） 

２ 作業期間 

令和７年２月26日から同年５月31日まで 

３ 作業地域 

雲南市三刀屋町坂本及び乙加宮地内 

 

 

令和６年10月１日付け島根県報第554号で公告した公共測量の実施について、測量法（昭和24年法律第188号）第39条に

おいて準用する同法第14条第１項の規定により、益田市長から作業期間の変更に係る通知を受けたので、同法第39条にお

いて準用する同法第14条第３項の規定により公告する。 

令和７年３月11日 

島根県知事 丸 山 達 也   

１ 作業種類 

公共測量（地籍調査に伴う航空レーザ測量） 

２ 作業期間 

（変更前）令和６年９月18日から令和７年２月28日まで 

（変更後）令和６年９月18日から令和７年３月24日まで 
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３ 作業地域 

益田市美都町都茂及び宇津川地内 

 

 

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定により、次の公共測量は、令和７年

２月21日に終了した旨出雲市長から通知を受けたので、同法第39条において準用する同法第14条第３項の規定により公告

する。 

令和７年３月11日 

島根県知事 丸 山 達 也   

１ 作業種類 

公共測量（基準点測量） 

２ 作業期間 

令和６年10月17日から令和７年２月21日まで 

３ 作業地域 

出雲市斐川町神氷地内 

 

 


